
 

 

 

 

「官民合同企業支援チーム」伴走型支援事業について 
 

 
■ 事業概要   地域の中核的な中小企業の「稼ぐ力」を強化し、人口と経済活力が維持さ

れる循環づくりを推進することを目的として、関東経済産業局が令和元

年度から推進。本年度で４年目の事業となる。 

 民間の専門人材と同局職員による「官民合同企業支援チーム」が、本事業

に意欲的な自治体と連携する形で、継続的な伴走型支援を実施。これまで

９自治体との連携の下、約５０社に対して支援が行われてきた。 

 令和４年度における実施地域の公募の結果、本市を含む３自治体が選定

され、約２年間にわたる支援事業が展開される予定。 

■ 公募概要  別紙 募集案内のとおり 

■ そ の 他   本事業は、企業が自力で自社改革（自走化）するために必要な自己変革力

の向上を推進するものであり、特定課題の解決を図るものではない。 

 応募企業の中から、成長性等を勘案した評価のほか、意思確認や合意形成

等を通じて、支援対象企業が数社選定される予定。 

 支援チームの活動にあたっては、商工会議所と市職員も参画し、連携した

支援活動を行いながら、支援ノウハウの取得・向上等を推進する予定。 

 支援チームの活動にあたっての企業側の金銭的負担は必要なし。 

 

⑧働きがいも経済成長も⑨産業と技術革新の基盤をつくろう⑪住み続けられるまちづくりを
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令和4年4月18日 

産業経済部商工振興課 

関東経済産業局が実施する「官民合同企業支援チーム」

伴走型支援事業の実施地域として、本市が選定されました

ので、支援を希望する市内企業の公募を行います。 
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「官民合同企業支援チーム」伴走型支援事業

桐生市は、関東経済産業局が実施する「官民合同企業支援チーム」伴走型支援事
業の対象地域として選定されましたので、支援を希望する市内企業を募集します。

目的

「官民合同企業支援チーム（※１）」が、企業経営者と対話を重ね、寄り添いながら、
「プロセスコンサルティング（※２）」の手法による伴走型の支援を実施することにより、
経営者自らが経営課題を正確に把握し、自力で自社改革を遂行（自走化）するために必要な
「自己変革力」の向上を推進します。

※１ 官民合同による支援体制として、民間の専門家（中小企業診断士、事業会社OB、金融機関職員等）と
関東経済産業局職員で構成。支援企業ごとにチームを編成し、継続的な伴走型支援を実施する。
桐生市での活動にあたっては、商工会議所及び市職員が支援チームに参加し、連携した支援活動を行う
と共に、支援チームによる支援終了後においても随時フォローアップ等を実施していく予定。

※２ 「対話と傾聴」を通じて信頼関係を構築し、当事者の「気づき」に基づき、組織の変革に向けて自ら
行動を計画・実行するプロセスを支援するコンサルティング手法。

対象企業

中小企業基本法に基づく中小企業に該当し、市内に本社を有する、以下の要件に該当する企業
〇 事業の目的や支援の流れ等を理解した上で、企業支援チームによる伴走型支援に対して

前向きに対応し、自己変革力の向上等に取り組む意欲のある企業
〇 経営の安定性と一定の企業規模を有し、本事業を効果的に推進できる経営基盤を有する企業

応募概要

公募期間 令和4年4月１９日（火）～ 5月２０日（金）
応募方法 申請書類を郵送、電子メール、持参のいずれかの方法で提出
申請書類 応募申請書（様式第1号）、決算書（直近2年間の貸借対照表、損益計算書、

個別注記表）、定款若しくは登記事項証明書、誓約書（様式第2号）
提出・問合せ先

〒376-8501 桐生市織姫町1-1 桐生市 産業経済部商工振興課企業立地戦略担当
TEL 0277-46-1111（内線582、584） E-Mail shoko@city.kiryu.lg.jp

支援の流れ

※ 企業収支は「2期連続赤字でなく、債務超過でもないこと」を条件とします。規模は「従業員20名以上で、
売上5億円以上」を一応の目安としますが、個別に判断しますので、これを下回っても応募は可能です。

留意点

・応募案件の中から、成長性や専門人材の得意分野等を勘案し、支援候補企業の順位付けを実施。
上位の企業から意思確認・調整等を行い、合意が得られた企業を支援企業として選定します。

・本年度の支援企業は２～3社程度を想定していますが、状況により増減します。
・企業支援チームの活動に関して、企業側の金銭的負担（謝金、交通費等）はありません。
・本事業は、経営者が自ら経営課題を正確に把握し、自走化するために必要な自己変革力の向上
を推進するものであり、特定課題の解決を目的とするものではありません。



支援のプロセス

①見えない

②向き合わない

③実行できない

④付いてこない

⑤足りない

企業内部の可視
化が出来ておら
ず、本質的な課
題を見極めるた
めの前提条件が
整っていない

経営者が現実を直視
せず、優先課題の適
切な設定と課題解決
に向けた施策の落と
し込みができない 組織内外のしがらみ

経営者の心理的障壁
等を捉えておらず、
課題解決策の実行が

できない

現場の巻き込みが不十分
で、現場レベルを踏まえ
た取組みとなっておらず、
誰も当事者意識を持って
課題解決に臨まない 課題が明確となり、

リソースの確保と
意欲の醸成もでき
たが、課題解決の
ための知見や経験

が足りない

① 総点検（財務、経営権、組織マネジメント、生産、市場リスクなどの経営全般）

② 表課題（コンテント）の特定（ex.経営管理手法の見直し、組織再編、事業計画の策定など）

③ 裏課題（プロセス）の特定

対話と傾聴に
よる気づき・
動機付け

表課題への取組を
通じ裏課題を改善

④取組課題の設定
（ex.次期経営者をリーダーに事業計画策定に取り組むなど）

① 総点検を通じて、②表課題だけではなく、自走化を阻害する真因

（③裏課題）を特定し、その解決に向けた④取組課題を設定します。

対話と傾
聴で事実
を把握

対話と傾
聴で真因
に迫る
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